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継続して実施されているもののみを対象とし、急性疾患への対応で一時的に実施される医療行為は

含まない。 

したがって、調査の時点で、医師の診断により処置が終了、完治している場合は、過去 14 日間に

処置をしていても、継続して行われていないため該当しない。 

これらの行為は意思疎通がとれない在宅の調査対象者の場合は、聞き取りのできる家族等の介護者

に同席してもらうことが望ましい。 

調査対象者、家族、又は介護者から情報を得ることとし、医療機関に記載内容を確認することは守

秘義務の問題及び治療上の必要から治療内容について告知を行っていない場合があるため適切では

ない。 

なお「特別な医療」が定義に即して実施されていることを介護認定審査会委員が検討できるように

するため「実施頻度／継続性」、「実施者」、「当該医療行為を必要とする理由」について特記事項に記

載すること。 

 

■ １. 点滴の管理 

(1) 調査項目の定義 

「過去 14 日間にうけた特別な医療」の中の「点滴の管理の有無」を評価する項目である。 

ここでいう「点滴の管理」とは、医師の指示に基づき、過去 14 日以内に看護師等によって実施さ

れた行為のみとする。急性期の治療を目的とした点滴は含まない。 

 

(2) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

点滴の針が留置されているが、現在点滴は行われていない場合であっても、必要に応じて点滴が開

始できる体制にあれば該当する。 

「8.疼痛の看護」で点滴が用いられ、本項目の定義に従って管理がなされている場合は、両方とも

該当する。 
 

◆特記事項の例◆ 

栄養補給を目的とした点滴の針が留置されているが、現在点滴は行われていない。しかし、必
要に応じて点滴が開始できる体制にあるため、「ある（該当する）」を選択する。管理は看護師
が行っている。 

 

(3) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 

点滴の針が留置され

ているが、現在点滴は

行われていない。しか

し、必要に応じて点滴

が開始できる体制に

ある。 

「ない（該当しない）」 「ある（該当する）」を選択する。 

点滴の針が留置されているが、現在点滴は行わ

れていない場合であっても、必要に応じて点滴

が開始できる体制にあれば該当する。 

 


